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MHC エベレスト撮影紀行、夕照の世界最高峰エベレスト 8848ｍ 
タンボチェから 3767ｍから撮影 鈴木雅則 

 
  

ＭＭＨＨＣＣ記記念念館館「「１１FF 展展示示会会場場」」  

 

特特定定非非営営利利活活動動((NNPPOO))法法人人  

松松 本本 ヒヒママララヤヤ友友 好好 会会 



    特定非営利活動（ＮＰＯ）法人 
松本ヒマラヤ友好会第 27 回通常総会次第 

 

                                   令和 8 年 5 月 16 日 
                               於：MHC 記念館  

 
   １．開会のことば 

 
１．理事長挨拶 

    
１．来賓祝辞  

①来賓者紹介 
②総会への祝電披露  

    
１．議長及び議事録署名人選出 

 
   １．定足数の確認 
 
   １．議事 
     ①令和 7 年度事業報告及び収支決算報告 
      

②令和 8 年度事業計画及び収支予算計画 
      

③その他 
・MHC 山岳保険説明 

 
１．議長解任 

 
   １．閉会のことば 
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特定非営利活動法人 松本ヒマラヤ友好会 第 27回 通常総会 

松本市長メッセージ 

 

 

 

 松本ヒマラヤ友好会の皆様には、日頃からネパール・カトマンズとの交流活動にご尽力

いただき、深く感謝いたします。 

  

 昨年度は、駐日ネパール特命全権大使ご臨席のもと「ネパール講座」が開催され、姉妹

都市カトマンズ市の文化や自然について市民に広く紹介していただきました。今年度も、

カトマンズとの姉妹都市関係をさらに深めるべく、さまざまな事業を企画されていると聞

いています。 

 ヒマラヤの峰々とカトマンズの街並みを彩る写真展は、山岳の雄大さと都市の温かさを

感じさせ、独特の自然や文化への関心を高めるとともに、手工芸品をはじめとするネパー

ル物産の展示・販売は、現地の暮らしや伝統を身近に感じていただく機会であると考えて

います。さらに、登山講習会と山岳写真撮影会は、山行への安全な挑戦と美しい風景の記

録という価値を提供し、将来的な国際交流の礎となることを期待しています。 

  

 松本ヒマラヤ友好会の皆さんの熱意と努力に敬意を表すとともに、令和８年度の活動が

実り多いものであること、そして両地域の絆がさらに深まることを心からお祈りしていま

す。 

 

 

令和８年５月１４日 

松本市長 臥雲 義尚 
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松本ヒマラヤ友好会理事長 鈴木雅則様 

 

 

お元気でお過ごしのことと思います。 

松本ネパール支部一同、心よりお祝い申し上げ

ます。 

 

松本ヒマラヤ友好会の年次総会が開催される

ことを大変嬉しく思います。皆様のご多幸と大 

成功をお祈り申し上げます。 

 

 

 

お元気でお過ごしのこととお伺いし、大変嬉

しく思います。ネパールへのご訪問をご希望い

ただき、大変嬉しく思います。 

 

ネパールは、釈迦牟尼の生誕地であるだけで

なく、エベレストを控える、その美しい自然で

も有名です。ぜひネパールへお越しいただけれ

ば幸いです。ご都合の良い日程でお越しくださ

い。 

お元気な様子とネパールへのご旅行の計画に

ついて、ご連絡をお待ちしております。 

 

敬具 

サンタラム・ポハレル 

松本ヒマラヤ友好会 ネパール支部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear, Masanori Sujuki 

President of Matsumoto Himalayan 

Friendship Club, Japan 

 

I do hope this email finds you well. 

We, The Matsumoto Nepal chapter friends are 

well. 

 

I am extremely happy to hearing the annual 

general meeting of Matsumoto Himalayan 

friendship club, Japan and wish you all the 

best and complete it with grand success. 

 

I am so pleased to know you are getting 

sound health and well. Your wish to visit Nepal 

is highly appreciated.  

 

Nepal is not only the birth place of lord 

Buddha and Mt. Everest, but also it is famous 

for its natural beauty. Your visit to this 

country will be much appreciated. Please 

make a favorite time arrangements.  

I will be looking forward to hearing from you 

about your health and journey arrangement to 

Nepal. 

 

Yours sincerely  

Shantaram Pokharel 

President, Matsumoto Himalayan friendship 

club, Nepal chapter. 

 

 

 

鈴木 MHC 理事長(中央)とポハレル MHC ネ

支部長(左)、ネオパネ・事務局長(右) 

 

MHC ネパール支部長から 5/5，祝辞と同時に手紙が届いています。 
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Ⅰ、会 員 数   令和 8 年 5 月 10 日現在 

            総会員数 197 名 
 
 

① 松本本部 
正会員      12 名 

       友好会員       3 名 
       賛助会員    個人 3 名   団体 1 名 
       客員会員      2 名            計 21 名 

 
役 員   理事長  鈴木 雅則                     

副理事長  折野 和富 
副理事長  鈴木 敬子 
理  事    荒井 初彦 
同      内山 康翁 

 
 

② ネパール支部 
客員会員      176 名 

    
 

本 部事務局長    鈴木 敬子 
   カトマンズ支部長  サンタラム・ポハレル 副支部長パサン・ダワ・シェルパ 
   支部事務局長    ヌルニジ・ネオパネ 

奨学金事務局長   パサン・ダワ・シェルパ  
 

Ⅱ、奨 学 生(短期大学生) 
1 期生～30 期生(2026 年までの在校生、卒業生を含む)  151 名 
現医師 3 名 (ネパール医科大学卒業 3 名、2 名は信州大学医学部へインタ

ーシップとして留学済)  
看護士(2010 年)                             1 名 

          

理  事  原山 茂生 
監 事  上條 賢介 
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　　  氏　 名  郵便番号 　　　　　  住　 所 備考

1 荒井　初彦 387-0024 千曲市大字桑原1052 理事

2 伊藤　公二 390-0852 松本市島立4058-1

3 内山　康翁 399-0033 松本市笹賀3340-8 理事

4 折野　和富 399-8204 安曇野市豊科高家4002-1 副理事長

5 上條　賢介 399-0701 塩尻市広丘吉田551-2 監事

6 鈴木　雅則 390-0852 松本市島立4539-7 理事長

7 鈴木　敬子 390-0852 松本市島立4539-7 副理事長・事務局長

8 種田　敏子 399-8304 安曇野市穂高柏原3861-2

9 原田　豊士 386-1602 小県郡青木村村松246-5

10 原山　茂生 390-0841 松本市渚4-4-2 理事

11 甕　　俊昭 399-8301 安曇野市穂高有明9504-3

12 渡辺　　均 384-0093 小諸市和田878-1

　　  氏　 名  郵便番号 　　　　　  住　 所 備考

　友好会員名簿

1 江原　孝史 390-0221 松本市里山辺1776-1

2 林 　幸広 611-0031 京都府宇治市広野町新成田100-143

4 山本英一朗 390-0221 松本市里山辺835

　　  氏　 名  郵便番号 　　　　　  住　 所 備考

　賛助会員名簿

1 (有）佐藤保険事務所 390-0852 松本市島立726-8

2 唐澤　保之 390-0847 松本市笹部1-6-16-8

3 床尾　万寿雄 390-0852 松本市島立901-1

4 床尾　みどり 390-0852 松本市島立901-1

　　  氏　 名  郵便番号 　　　　　  住　 所 備考

1 ビシュワ・ラジャ・キャンデール 　192-0041 八王子市中野上町1-23-14メゾン203

2 カタリ・バーム・バハドウル 390-0806 松本市女鳥羽1-2-8

　　正会員名簿

 客員会員名簿
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特定非営利活動法人 松本ヒマラヤ友好会 定款 （抜粋） 
 
第 1 章  総則 

 （名称） 
第 1 条  この法人は、特定非営利活動法人 松本ヒマラヤ友好会 といい、英文名は 

      ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ ＨＩＭＡＬＡＹＡ ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰＣＬＵＢと 
      して、略称を ＭＨＣ とする。 
 （事務所）   
 第 2 条  この法人は、主たる事務所を長野県松本市大字島立 4539 番地７に置く。 

 
2   この法人は、前項のほか、従たる事務所を 

Tokha Municipality 10 Kathmandu Nepal House No. 183 に置く。 

 
第 2 章  目的及び事業 

（目的） 
 第 3 条  この法人は､ネパール並びにヒマラヤ地域の人々に対して国際協力及び交流 

に関する事業を行い、松本市民をはじめとする長野県内外の人々とネパ－ル 
      並びにヒマラヤ地域の人々との友好を深め、相互の理解と発展に寄与するこ

とを目的とする。 
 （特定非営利活動の種類） 
 第 4 条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動 

を行う。 
   （1） 文化、芸術、スポーツの振興を図る活動 
   （2）  国際協力の活動 
 （事業） 
 第 5 条  この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
      特定非営利活動に係る事業 
     ①ネパール地域の文化、伝統的芸術の紹介、ネパール地域の写真展、ネパール 
      地域の工芸物産品の展示販売の各事業 
     ②北アルプス等での親睦登山、ネパール地域においては、ヒマラヤトレッキン

グ等､山岳を通じたスポーツ交流事業 
③国際協力事業基金の設立によるネパール地域の勤勉学生への奨学基金の運営 

      及び学校建設とその運営、医療奉仕、農業指導等の事業への協力 
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第 3 章  会員 
（種別） 
第 6 条  この法人の会員は、次の 4 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 

（以下「法」という。）上の社員とする。 
  （1）  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における 
     議決権を有するもの。 
  （2）  賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会におけ

る議決権を有しないもの。 
  （3）  友好会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会におけ

る議決権を有しないもの。 
  （4）  客員会員 この法人の目的に賛同して入会したヒマラヤ地域及びネパールの 

個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの。 
（入会） 

 第 7 条  会員は次に掲げる条件を備えなければならない。 
    （1） 正会員はこの法人の目的を認識し、この目的を達成するために積極的に活動

する意欲をもつ。 
    （2） 賛助会員はこの法人の目的を認識する。 
   （3） 友好会員はこの法人の目的を認識し、情報を得て会の活動に参加する。 
   （4） 客員会員はこの法人の目的を認識し、情報を得て会の活動に参加する。 

2    会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により 
  理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に 
  適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければなら

ない。 
3    理事長は、前項の者の入会及び変更を認めないときは、速やかに、理由を付

した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 
 （入会金及び会費） 
 第 8 条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 
 （会員の資格の喪失） 
 第 9 条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 
   （1）  退会届の提出をしたとき。 
   （2）  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 
   （3）  継続して１年以上会費を滞納したとき。 
   （4）  除名されたとき。 
 （退会） 
 第 10 条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること 
            ができる。 
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 （除名） 
 第 11 条   会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを 

除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会

を与えなければならない。 
   （1） この定款等に違反したとき。 
   （2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
 （搬出金品の不返還） 
 第 12 条   既納の入会金、会費及びその他の搬出金品は、返還しない。 
 
 

第 4 章  役員及び職員 
（種別及び定数） 
第 13 条   この法人に次の役員を置く。 
  （1） 理 事 5 人以上 7 人以内   

   （2）  監 事  1 人以上 3 人以内 
    2   理事のうち、1 人を理事長、2 人を副理事長とする。 
 （選任等） 
 第 14 条  理事及び監事は、総会において選任する。 
    2  理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 
    3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内

の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以   
内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。 

    ４  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 
 （職務） 
 第 15 条   理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。 
    2   副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたと

きは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 
    3   理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この

法人の業務を遂行する。 
    4   監事は、次に掲げる職務を行う。 
   （1）  理事の業務執行の状況を監査すること。    

（2）  この法人の財産の状況を監査すること。 
   （3）  前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為

又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 
       これを総会又は所轄庁に報告すること。 
   （4）  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 
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   （5）  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 
 （任期等） 
 第 16 条  役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
    2  前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の

末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 
3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又

は現任者の任期の残存期間とする。 
    4  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行わなければならない。 
 （欠員補充） 
 第 17 条   理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。 
 （解任） 
 第 18 条   役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを

解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の

機会を与えなければならない。 
   （1）  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 
   （2）  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 
 （報酬等） 
 第 19 条    役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。 
    2    役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 
    3    前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 
 （職員） 
 第 20 条  この法人に、事務局長その他の職員を置く。 
    2   職員は、理事長が任免する。 
 
 

第 5 章  総会 
 （種別） 
 第 21 条   この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。 
 （構成） 
 第 22 条   総会は、正会員をもって構成する。 
 （権能） 
 第 23 条   総会は、以下の事項について議決する。 
   （1）  定款の変更 
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   （2）  解散 
   （3）  合併 
   （4）  事業計画及び活動予算並びにその変更 
   （5）  事業報告及び活動決算 
   （6）  役員の選任又は解任、職務及び報酬 
   （7）  入会金及び会費の額 
   （8）  借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 48

条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 
   （9）  事務局の組織及び運営 
   （10） その他運営に関する重要事項 
 （開催） 
 第 24 条   通常総会は、毎年 1 回開催する。 
    2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
   （1） 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 
   （2） 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ

て招集の請求があったとき。 
   （3） 第 15 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集があったとき。 
 （招集） 
 第 25 条   総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。 
    2  理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、 
      その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
    3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

面をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。 
 （議長） 
 第 26 条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 
 （定足数） 
 第 27条 総会は、正会員総数の 2分の１以上の出席がなければ開会することができない。 
 （議決） 
 第 28 条  総会における議決事項は、第 25 条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。 
    2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を 
      もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
    3 理事会又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正

会員の全員が書面による同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する

旨の総会の決議があったものとみなす。 
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１)文化事業プロジェクト 

4/27～11/15  上高地バスターミナル食堂にてネパール物産展示・販売を開催。  

        

4/27～11/15  市営上高地アルペンホテル内でネパール物産展示・販売を開催。 

 

4/27～10/30  市営徳沢ロッヂ、売店においてネパール物産展示・販売を開催。 

 

4/17～11/15  市営上高地食堂 2F会議室にて「上高地の美しい自然」「北アルプ 

       スの美しい自然」写真展を開催。姉妹都市カトマンンズ、グリン 

デルワルトの街、自然も紹介する。同時に、この写真展を「改訂版 

上高地の美しい自然と槍穂高連峰＆カトマンズグリンデルワルト編」 

の題名で小冊子に綴り、県立長野図書館、および松本市中央図書館所 

蔵作品となり、価格 1000 円で会場にて展示販売する。好評を博す。 

 
10/7      松本市海外都市交流委員会主催「ネパール講座」の講師として、鈴木 

理事長が「姉妹都市カトマンズとヒマラヤの大自然」をＭウィングの 3Ｆ 

3-2 で開講。 

第一部、カトマンズの歴史・世界的文化遺産そして庶民の生活と市民交流活動 

第二部、エベレストを仰ぐ「トレッキングの魅力と注意」をスライド映像駆使し、ネパール・

カトマンズの歴史的成り立ち、世界史的な文化遺産、酸素の薄いエベレストトレ

ッキングの注意と心得を講演。 
松本市海外都市交流委員会主催の「ネパール講座」講演事業では、駐日ネパール大使館の

理解で、大使自ら監修、協力を得て、ネパール政府全権大使夫妻が、車で直接来松し、講

演会に資料翻訳本と同時通訳により、聴講していただきました。また公演後、大使から感

謝状を直接授与していただき、講演会を盛り上げていただきました。 
 

 

 

 

 

 

 
このネパール講座を、小冊子にしたところ、松本市中央図書館では買い上げてもらい、県

立・長野図書館では資料保存となり、県立長野図書館では永年保存となり、県民・市民に

広く長く読んでもらうこととなりました。 
ネパール講座での第スクリーン映像、を何枚か紹介しておきます。 
 
 
 
 
 

 

 

（１）令和 7 年度(2025 年)事業報告及び収支決算報告 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民タイムス会場記事 

上高地写真展会場 

改訂版「上高地の美しい

自然と～・・」表紙、78P 

              

                     
 

感謝状    ネ大使夫妻記念館訪問   毎日新聞   冊子表紙  信毎系ＭＧプレス  市民タイムス 各記事 

 
世界文化遺産パタンの旧王宮 民族衣装クルタを着る女性 世界最高峰エベレスト、ローツェ。タムセルクを仰ぎ街道を行く 
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・事業目的 

現在、北アルプス等を初めとする日本の山々では、中高年登山ブームから、若人の関心

を集める幅広い年齢層による市民登山の時代が到来しています。 
 
この市民登山の時代を迎え、山の装備の選び方から山の登り方、行動食や水分の摂り方、

高山病対策やレスキューの方法、そして山に咲く高山植物や、山岳撮影のテクニック等を

優れたインストラクターより学び、「安全でより楽しい登山」とする学習の場が求められて

います。 
 

NPO 法人松本ヒマラヤ友好会(MHC)では、市民参加の山岳スポーツ振興事業として、山

岳遭難を未然に防ぐことも願い、「安全でより楽しい市民登山」とするために、ヒマラヤ等

高所登山経験豊富な講師の指導により、系統的に登山技術を習得し、山岳の知識と登山の

楽しさを学べる市民参加による「2025MHC 登山講習」を開講。 
しかし、講習をリードする鈴木理事長の体調不良、また、スタッフ不足により、以前よ

り、小康状況となり、前年度事業計画を一部変更して、無事終了いたしました。 
・事業内容・実施方法 
〇2025MHC 登山講習 
１、登山説明会の実施・・登山の注意と心得について、MHC 登山講習中に指導。 
  山の装備の選び方から山の登り方、行動食や水分の摂り方、高山病等、初歩的な医学、初歩的な栄

養学知識を習得してもらう。⇒安全登山に役立つように 
２、6/7(土)～6/8(日)登山講習ハイキング編「花の上高地・乗鞍高原」・・予定通り実施 
施。 
   

 
梓川河原と 
 

 
 

 
３，10/256(土)～26(日)登山講習ハイキング編「紅葉の上高地・乗鞍高原」・・体調不調などのため急きょ中止 

 
 
 
 
 
 
 

 
登山講習が、実施されれば、受講者は優れた登山技術を習得することで、あらためて安

全登山についての認識を深めて頂き、山岳に対する豊富な知識と経験を積んだ愛好家とし

て、また登山パーティーのリーダーとしても養成されていく事でしょう。  
この企画を実施する事で、長野県の美しい山岳があらためて認識され、幅広い年齢層に

よる市民登山が「安全でより楽しい登山」となる事を心より念願しております。  

                       

２）2025 山岳スポーツ振興事業プロジェクト・・事業報告 

● 「2025MHC 登山講習」と報告写真展(2025 年 5 月～2026 年 3 月)  

                  

秋の大正池畔から穂高岳  河童橋からの新雪の穂高岳 落葉松の落ち葉を踏んで梓川畔 イワナの塩焼き 

大正池畔から残雪の穂高を望む 河童橋と梓川の流れ イワナの見事な泳ぎ レンゲツツジと乗鞍岳   
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これらの事業は、事情が許せば参加した会員や市民の皆様の、優れた写真を「松本ヒマ

ラヤ友好会山岳写真展」として、開催希望の会場にて開催して参りたいと存じます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
ご来場された市民の皆様には、姉妹都市カトマンズの文化やネパールヒマラヤの大自然

や北アへの安全登山への関心を深めてもらうことを願っています。。 
 
〇講 師・スタッフ     

登攀指導と写真指導 鈴木雅則・・登山講習の責任者、鈴木雅則は、1990 年に松本ヒ

マラヤ友好会(ＭＨＣ)を創立以来 35 年、その理事長としてヒマラヤでの高所登山経験を

活かし、山岳スポーツ振興事業として、「安全で楽しい登山」となることを目的に、北ア

ルプスをはじめ中部山岳地域において、MHC 登山講習を 2020 年度まで、松本市共催(山岳

観光課)事業として、実施。 市民参加者は、延べ約 7000 名にのぼり、ほとんどの参加者

は、登頂を果たし、目的を達成。参加者は、初歩的な医学、栄養学の知識を得て、登山経

験を積み、安全登山に役立ったことでしょう。 

 

 そして、ネパールヒマラヤ登山には、自ら指揮指導し、5400～6500ｍのピークへ、約 180

名の参加者を導く。これらの高所登山では、中部山岳の事前登山経験が役立ったことでし

ょう。また市民参加を募り、エベレスト撮影紀行を 7回実施。その発表会を松本駅前の井

上デパートで開催。市民の皆様に姉妹都市交流の理解と関心を寄せていただいたことで

しょう。 

  NPO 法人松本ヒマラヤ友好会、発行作品 

主な作品：「ヒマラヤの青い空とカトマンズ」市民交流 30 年の歩みⅠ～Ⅳ巻 「上高地

の美しい自然と槍・穂高連峰縦走」写真集、その続編として「上高地編」「槍・穂高岳編」

「カトマンズ・グリンデルワルト編」計 4巻。姉妹都市カトマンズと山岳交流Ⅰ巻、松カ

姉妹提携 32,33、34 周年記念、松本ヒマラヤ友好会山岳写真展報告書「アルプス登攀記」

3 巻、ネパール講座 2 巻、の計 19 巻の全ての作品は、県立・長野図書館に所蔵され、各

一部は永年保存され、各一部は図書館で、いつでも閲覧することが出来ます。また松本市

中央図書館では全巻買い上げされ、資料保存として、活用されています。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

〇MHC 山岳委員・・MHC ヒマラヤ高所 4000ｍ～6500ｍ登頂経験者、又は登山熟達者  
上条賢介、内山康翁、甕 俊昭、種田敏子 折野和富 荒井初彦    

※親睦登山及び登山講習の時には、積極的なアドバイス、サポートをお願いいたしました。 

事業の効果 MHC 登山講習参加者は、山の装備、山の登り方やレスキューの方法などの登山技術、

山岳撮影技術や高山植物などの知識、行動食や水分、高山病対策などの初歩的な医学栄

養学の初歩的知識も得て、安全登山についての認識を深めたこと、思われる。そして海

外の岳都交流を通じて、僭越ながら、松本市民の皆様の国際化に役立ったことでしょう。 

夕照に輝くエベレスト、ローツェ 街道を行く  初夏の北ア表銀座を行く  東鎌尾根お行く 
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３）2025 年度国際協力推進プロジェクト 
（ＭＨＣ29 期生(9 名)と第 30 期生(6 名)奨学生計 15 名の短期大学生） 

① 国際協力事業基金の積立  

2025MHC 登山講習及び寄付金、講演料、物産展示販売の収益が国際協力事業基金に積立てられました。

私達の小さな活動がネパールの青少年の教育の為に役立っています。 

②カトマンズのカレッジへ通学するクムジュン校を卒業した勤勉学生への奨学金及び 
奨学金事務局運営費支給  

2024～2026 年ＭＨＣ第 29 期生は今年度卒業となります。コロナ禍でも、オンライン 
などで苦学して、卒業の運びとなりました。。 
カトマンズ盆地に在る短期大学へ進学する勤勉学生へパサンダワ事務局長が 1 人づつ、そして 1 ヶ月毎

に、学校生活の様子を確認し、2025 年度は 1 人 Rs5,000/月支給。MHC 奨学生 15 名×奨学金(Rs5,000/1

人/月×12ヶ月)＝ Rs900,000、奨学金事務局運営費=Rs60,000/年 が支給されてました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

パサンダワ事務長 

 
         
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

 

2026 年今年で卒業です。 

      

     

チ ャ ム ス ・ 
オ ン ジ ュ ・ 
シ ェ ル パ

XabierAcademy 

パサン・ツェ

リン・シエル

パ 
Little Angels 

Collage 

パサン・カン

チ・シェルパ 
Reliance 

International 

Academy  

チミ・ドルカ・

シェルパ 
Nami 

International 

フルバ・ヤ

ンジ・シェ

ルパ 
iUniversal 

College 

セラ・ジャン

ム・シェルパ 
Nami 

International 

 

チャムス・ 
オンジュ・ 
シ ェ ル パ 
X a b i e r 

A c a d e m y 

ツェリン・テ

ンジン・シェ

ルパ 
Xabier 

Academy 

ミグマ・ドカ・

シェルパ 
STLawrance 

Collage 

 
 

2024 年～2026 年第 29 期生 9 名 

  
全員、カトマンズの短期大学に通学。経営学コース、

教育学コース、そして医師、看護婦などを目指し苦学

しています。 若い彼らが、シェルパの村を、ネパー

ルを背負って立つ事でしょう。 

 

 
 
 

 2025 年～2027 年ＭＨＣ第 30 期生 6 名 新奨学生 

 ツエリン・ニジ

マ・シェルパ  
大学名 
Kathmandu 
Model College 

 アシュミタ  シ
ュレスタ 
 
Patsala Nepal 
 

 ドルマ・ツェリ

ン・シェルパ 

 
Nami 
Internation 

 ソナム・ギャル

ゼン・シェルパ 
 
Nami 
International 

 ソナム・タシ・

ライ 
Trinity 
International 
College 

 タシ・ジャン

ブ・シェルパ 
 
Nami 
International 
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※パサン・ダワ事務局長から、ネパールの政情を、2026 年.5.月 8 日以下のように伝えてきています。 

The President 
Matsumoto Himalaya Friendship Club 
Japan 

Dear Mr. Masanori Suzuki, 

Greetings from Nepal. 

I would like to sincerely thank you, Mr. Suzuki, and all the executive members of MHC for your 
continued support and cooperation. 

For almost three decades, the Matsumoto Himalaya Friendship Club has supported children 
from Khumjung School through the monthly scholarship program. To date, 151 children have 
received scholarship support, which has helped transform their lives and future opportunities. 

Khumjung School dormitory room built in 2002 by the fund support from MHC is well utilizing. 

This year, Nepal has once again faced political challenges, although the election was 
conducted on time by the interim government. The new political party, Rastriya Swatantra 
Party (RSP), secured the majority of seats, and the government was formed under the 
leadership of Balendra Shah as Prime Minister. 

The present government is trying to reform the traditional system and provide faster public 
services. We hope the current government will bring positive changes for Nepal and its people. 

Because of the ongoing problems in the Middle East, trekking and tour groups visiting Nepal 
have been affected, resulting in a decrease in the number of tourists traveling to Nepal. 
However, the number of climbing expedition teams to Mount Everest remains stable, and 
expeditions are continuing successfully. 

I would also like to wish all members of MHC a successful Annual General Meeting. 

Thank you again for your continued support. I wish you all good health, happiness, and 
success. 

With warm regards, 

Pasang Dawa Sherpa 

Coordinator 
Scholarship Program 
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※全員、カトマンズの大学でホテル経営学、教育学コース、エンジニアコース、医師などを専攻し苦学し

ています。若い彼らが、ネパールの将来を背負って立つ事でしょう。既にクムジュン校教師、デンボチ

ェ、ロブジェ、ゴーキョなどのロッヂ経営者（後継ぎとして）、大学病院の医師となっています。 
 
 
※私達の小さな活動がネパールの青少年の教育の為に役立ち、彼らの生活の向上と、社会的地位の向上

に役立つ事を願っています。 
 

理事長 
日本 松本ヒマラヤ友好会 
鈴木雅則様 
ネパールよりご挨拶申し上げます。 
 
鈴木様、そして松本ヒマラヤ友好会の役員の皆様の長年にわたるご支援とご協力に心より感謝申し上げま

す。 
 
松本ヒマラヤ友好会は、約 30 年にわたり、クムジュン学校の学生への月例奨学金プログラムを通じて支援

を行ってまいりました。これまでに 151 名の学生が奨学金を受け、彼らの人生と未来の可能性を大きく広げ

ることができました。 
 
2002 年に松本ヒマラヤ友好会の資金援助により建設されたクムジュン学校の寮は、現在も有効活用されて

います。 
 
今年、ネパールは暫定政権による選挙が予定通り実施されたにもかかわらず、再び政治的な課題に直面しま

した。新党であるラシュトリヤ・スワタントラ党（RSP）が議席の過半数を獲得し、バレンドラ・シャー首

相率いる政権が発足しました。 
 
現政権は、伝統的な制度の改革と公共サービスの迅速化に取り組んでいます。現政権がネパールとその国民

に良い変化をもたらしてくれることを願っています。 
 
中東情勢の混乱により、ネパールを訪れるトレッキングやツアーグループに影響が出ており、ネパールへの

観光客数は減少しています。しかしながら、エベレスト登山隊の数は安定しており、登山は順調に継続され

ています。 
 
MHC 会員の皆様の年次総会が成功裏に終わることを心よりお祈り申し上げます。 
 
皆様の変わらぬご支援に改めて感謝申し上げます。皆様のご健康とご多幸、そしてご成功をお祈りいたしま

す。 
 
敬具 
パサン・ダワ・シェルパ 
コーディネーター 
奨学金プログラム 

20



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

③ MHC は、2002 年 3 月 15 日よりクムジュン校の学生寮、食堂、台所、シャワー室、水道引き込み工

事(600ｍ)等の工事を展開。建設の主な資金が、外務省本省から 33,998 ドル（当時約 440 万円当時）

が支給され、2002 年 7 月 4 日建物完成、引渡し。総工費約 510 万円。現在も運営費の一部負担をして

います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2002 年にクムジュン校内に建設した、学生寮以外のもう一棟、食堂台所棟は、クムジュン校運営委員会

により、学生寮に改造されました。また、校庭北門入り口付近に、寮生全員が入れる、新食堂・台所を建

設。Golden Jubilee House(50 周年記念建物)と名づけられました。2025 年度、ＭＨＣ学生 
寮 2 棟には、6 年生から 10 年生までの 24 名、入寮しています。 
 
④ MHC ネパール支部運営費 100,000Rs/年 ・・MHC 本部一般会計より 

MHC ネパール支部は、ネパール政府公認の MHC 支部事業所となり、サンタラム・ポハレ 
ル氏が支部長として運営責任に当たり、TEL、FAX、メール、打ち合わせ会など事務所諸経 
費や 2025 年度は活動費として 6 月中に 100,000 円送金予定で 
したができず、2,026 年度分と合わせ、送金予定です。 

 

慨歴 

・献血活動・・MHC-ネパール支部の青年部が活動 
・カトマンズ市とカ地域・・献血キャンペーン 献血協力   

 

 

   
 

 

建設中の学生寮       2002 年完成時の学生寮    600ｍ水道引込みと貯水槽 

 献血キャンペーン 100 人参加 

2025 年～2026 年度奨学金、MHC 宿舎、舎監費用、電気代などを、MHC 口座からネパール口座へ１０

８万ルピーを奨学金事務局へ送金致しました。会費及び寄付金ありがとうございます。 
・MHC 奨学生 15 名分×(Rs5,000/月×12 ｹ月)の奨学基金 900,000 Rs、 
・奨学事務局運営費一年分 60,000Rs 
・クムジュン校 MHC 学生寮の電気料等一部運営費一年分 96000Rs. 
・クムジュン校 MHC 学生寮教師 2 名の宿舎舎監費用一年分 24,000Rs   
 計 1080000Rs.+銀行送金及び為替換金手数料⇒(約 1,303,000 円)・・奨学金や 

クムジュン校運営費の一部を奨学金事務局へ 2 回に分けて送金しました。 
 

 

 

ネパール政府から表彰 

表彰の盾を校長らと記念撮影 
 

      

講堂に周辺村人が集まる      学生寮完成祝賀会開催       学生らによる新築祝いの踊り 

 

21



・清掃活動・・毎週土曜日、カトマンズ市と協働、川と都市の清掃 

       ヒマラヤを起源とするカトマンズ市東西を流れる川沿いで 

       遺体は荼毘に付され、その骨灰が川に流されます。この川は、 

       ガンジス川の源流部をなしており、インドに流れると大河と 

なりインド洋に流れます。その川の清掃活動です。 

 

・学校訪問・・カ市の震災孤児たちへランドセル、帳面等教材配布公立学校、 
       150 人分の教材無料配布、震災孤児への奨学を金も提供した 
 
 
。 
 
 
 

 
 
 

 
   ※会員皆様のご理解のほどお願いいたします。MHC ネパール支部の活動を応援しましょう。 
 
⑤ ネパールの物産品の展示・販売活動・・・ 2026 年度からは、上高地での展示販売は、事務局によ           
                        る物産品運搬が、長距離と悪路のため難しくなったため、

任意団体の PUR（ピュール代表八木下泉）に任せ、上高

地物産展示販売から手を引くこととし、販売は、主に

MHC 記念のみですることと致しました。 
MHC 記念館などで展示販売する、ネパール物産製品は、レストラン・ウェルカムカトマンズの店主カト

リバーム氏の協力を得、また NGO 団体ネパリ・バザーロからも仕入れ支援活動を行います。 

 

 
 

 
公立学校文具支給、カトマンズ

市長、副市長(当時)同席です。 

河川清掃活動 

      

 

シェルパザック 毛糸帽子 毛糸手袋 キーホルダー  ネパールカレー     ネパール紅茶 

仏陀像 数珠   アンモナイトの化石   アイマスク   

主に、ネパール手作り物産の紹介をしておりますが、なるべく安価に購入して、MHC 記念館、写

真展会場の限られた場所で、国際的郵送料と事務経費のみを商品値に加えて、販売しております。

ほとんどはボランティアサービスです。この収益が国際協力事業基金として、上記の活動に使わ

れます。その内容は長野県が、NPO 活動として、報告しています。 

MHC ネパール支部に関して言えば、政情不安と頻繁な政権交代のため、以前ほど積極的に活動するこ

とができていませんでしたが、政権が落ち着いてきたこんにち、支部の皆さんは、KMC およびネパー

ル政府とも連携して再び円滑に運営する予定です。また、応援しましょう。 

※上記活動を KMC（カトマンンズ市役所）と協力して進めていましたが、以下のような事情で滞っていました。 

22



資金収支の部 （単位：円）
【経常収入の部】

項　　　目 内　　　容 小　計 合　計
１．　入会金収入 入会金　1,000×0人 0 0
2．　会費収入 正会員年会費　7,000×12 人　　 84,000
　　 友好会員年会費　7,000×3人　　 21,000
　　 賛助会員年会費　10,000×4人 40,000 145,000
3．　事業収入 2025MHC登山講習参加費(宿泊、保険、講習料等） 28,000

岳都カトマンズ訪問等 0
　　 工芸物産展示販売（上高地ｱﾙﾍﾟﾝﾎﾃﾙ、上高地食堂・他展示販売売上） 189,911

MHC登山講習・一般公募写真展（パネル売上、出展作品製作代等） 4,400
総会懇親会会費 0
国際協力事業基金（会員・その他） 992,000 1,214,311

4．　寄付金収入 一般寄付 503,000 503,000
5．　補助金等収入 松本市海外都市交流委員会(写真展助成金）・講演謝礼 50,000 50,000
6．　受取利息 556 556
経常収入合計（A） 1,912,867

【経常支出の部】
項　　　目 内　　　容 小　計 合　計

１．　事業費 2025MHC登山講習(宿泊、保険、講習指導料等） 24,160
岳都カトマンズ訪問と釈迦の生誕地ルンビニ訪問 0

　　 工芸物産販売（物産仕入、送料、諸経費、棚卸資産差額等） 130,325
上高地施設MHC登山講習写真展（ｲﾝｸ・ﾛｰﾙ紙・ｳｯﾄﾞﾗｯｸﾊﾟﾈﾙ・他） 35,200
総会懇親会支払 0

　　 国際協力事業費(奨学金、ｸﾑｼﾞｭﾝ校運営費・医学生支援費、他） 1,223,819 1,413,504
2.   管理費 通信費(郵便代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料等） 162,675
　　 水道光熱費(電気・灯油代） 15,000
　　 旅費交通費（理事、役員交通費） 11,000
　　 広告宣伝費（夏・冬名刺広告料） 31,130

印刷費（コピー機印刷使用料） 55,000
事務用消耗品費、備品（印刷機ﾄﾅｰ、用紙、等） 299,941
諸会費（海外都市交流委員会年会費・商工会議所年会費） 14,610

　　 支払手数料（八十二銀行、郵便局） 5,830
登記費用(大森司法書士） 0
ネパール支部運営費　(ｶﾄﾏﾝｽﾞ支部に持参） 0
慶弔費/福利厚生費等 0
租税公課（印紙代） 0
支払利息（八十二銀行の借入利息） 0 595,186

経常支出合計（Ｂ） 2,008,690

経常収支差額（Ｃ） （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） -95,823

　特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会
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【その他資金収入の部】
項　　　目 内　　　容 小　計 合　計

短期借入金収入 八十二銀行
その他資金収入合計（Ｄ）

【その他資金支出の部】
項　　　目 内　　　容 小　計 合　計

短期借入金返済支出 八十二銀行
その他資金支出合計（Ｅ）

当期収支差額（Ｆ） （Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） -95,823 -95,823
前期繰越収支差額（G） 199,533
次期繰越収支差額 （Ｆ）＋（Ｇ） 103,710

正味財産増減の部
【正味財産増加の部】

項　　　目 内　　　容 小　計 合　計
１．　資産増加額 当期収支差額（Ｆ） -95,823 -95,823
増加額合計（Ｈ） -95,823

【正味財産減少の部】
項　　　目 内　　　容 小　計 合　計

１．　資産減少額 建物減価償却額 118,568
　　　　　　 器具備品減価償却額 118,568
減少額合計（Ｉ） 118,568

当期正味財産増加額（Ｊ） （Ｊ）＝（Ｈ）－（Ｉ） -214,391
前期繰越正味財産額（Ｋ） 2,500,053
当期正味財産合計 （Ｊ）＋（Ｋ） 2,285,662

特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会
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特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会 （単位：円）

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産

　現金・預金 50,671
　販売用資産 53,039
　　　流動資産合計 103,710

２ 固定資産
  器具備品 1
　建物 2,181,951
　　　固定資産合計 2,181,952
　　　　資産合計 2,285,662

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

　　　流動負債合計
　　　　負債合計 0

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 2,500,053
当期正味財産増加額 -214,391

正味財産合計
負債及び正味財産合計 2,285,662

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
令和8年３月末日

科　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会
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特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会 （単位：円）

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産

　現金・預金
　　現金　　　　　　現金手許有高 38,531
　　普通預金　八十二銀行／笹賀支店（２１８－９３３） 9,535
　　普通預金　八十二銀行／笹賀支店（２３１－５７０） 0
　　ＮＡＢＩＬ　ＢＡＮＫ 0
    郵便局振替口座　００５１０－２－６３８５９ 2,605
　販売用資産(展示販売品) 53,039
　　　流動資産合計 103,710

２ 固定資産
　器具備品（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ） 1
　建物（クムジュン校学生寮） 2,181,951
　　　固定資産合計 2,181,952
　　　　資産合計 2,285,662

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債   

　　　流動負債合計
　　　　負債合計
　　　　正味財産 2,285,662

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和7年度末日

科　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会
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１ 重要な会計方針
（１） 　固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、定率法を採用しています。
ただし、平成１０年４月１日以降取得の建物は定額法を採用しています。

（２） 　資金の範囲について
資金の範囲には、現金・普通預金・販売用資産・短期借入金・預り金を含めています。
なお、当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２ 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科　　目 前期末残高 当期末残高

現　金 3,776 38,531
普通預金 72,623 12,140
販売用資産 123,134 53,039
仮払金 0 0
　　合　　計 199,533 103,710
短期借入金 0 0
未払金 0 0
預かり金 0 0
　　合　　計 0 0
次期繰越収支差額 199,533 103,710

３ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

器具備品 117,605 117,604 1
建　物 4,879,377 2,697,426 2,181,951
　　合　　計 4,996,982 2,815,030 2,181,952

計算書類に対する注記

特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会
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令和 8 年度（2026 年）NPO 法人松本ヒマラヤ友好会運営体制 

 
Ⅰ.事務局運営に係る事項 
★事務局の運営体制 
①事務局長･･･鈴木敬子を事務局長とし、事務局内へ下記の三部を設け、各担当者(案)を置く。 
②各部の業務内容 
 
 

総務部 
 

・毎事業年度の事業計画書、事業報告書、県提出書類等の作成 
・理事会、総会開催に向けた資料、及び議事録作成 
・助成団体等への助成金申込申請 
・行政、マスコミ等への共催及び後援依頼申請 
・他団体との情報交換 
・会員への連絡等諸雑務 

 
広報部 

・MHC 会報の作成 
・パンフレット類の作成 
・マスコミ、広報、ホ－ムページ等を活用した宣伝 
・会員募集 

 
経理部 

・収支の帳簿記帳、入力 
・会計書類の作成 (財産目録、貸借対照表、収支計算書等) 
・カトマンズ支部への送金（奨学金、運営費、物産仕入代等） 
・財産の管理 

 
Ⅱ.事業運営に係る事項 
★事業部の運営体制 
①事業部長･･･鈴木雅則理事長、事業部担当･･各理事(案)とし、事業部内へ下記の三プロジェクトを設け、

各担当者を置く。 
②各事業プロジェクトの業務内容 
 

文化事業プロジェクト 
・ネパール地域の文化、伝統的芸術の紹介 (講演、食事会、音楽、舞踊等) 
・登山講習及びヒマラヤ報告写真展の開催。ネパール文化遺跡探訪 
・工芸物産品の展示紹介と健全価格での販売 

 
山岳スポーツ振興 
プロジェクト 

 

・日本国内での登山講習開催 (青少年登山、市民登山、雪山講習、ザイル

ワーク講習、山岳写真教室等) 
・ネパール地域においては、ヒマラヤトレッキング等、山岳を通じたスポ

ーツ交流事業 
 

国際協力推進 
プロジェクト  

・国際協力事業基金の設立によるネパール地域の勤勉学生への奨学金支給 
（MHC 奨学基金･･MHC 奨学生、MHC 医学生奨学基金･･医学生など） 

・クムジュン校学生寮及び MHC カトマンズ支部への運営費支給 
・学校建設、医療奉仕、農業指導、河川清掃事業、等の事業への協力 
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2026 年度 NPO 法人松本ヒマラヤ友好会組織体制 
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事業企画名 日程 事業内容 備考

●ネパール講座：一般向け
第1部　ネパール・カトマンズの歴史、世
界的な文化遺産、釈迦生誕地ルンビニの 一般、会員へ

会場　Mウィング
　9/中旬
PM6:30-

第2部　エベレストパノラマ撮影紀行の解
説 Mウィングで開催

2027.1/10

　から9日間

●常設写真展開催

MHC記念館展示会場
4/1～翌3/30

●ネパール物産展示・販売 4/27～11/1
記念館を、訪れる多くのの人達に、ネパール。ヒ
マラヤ、カトマンズの理解を持ってもらう

MHC記念館において
販売

●イベント事業企画参加・・ 事情が許せば、積極的に参加していきます

●講演事業・・・・依頼があれば、スライド上映、講演等行いネパールの解説をす 釈迦生誕地ルンビニ
訪問

　

●追加事業･･･・・・・・・・・新事業提案を随時受け付けています。ご連絡下さい

①2026.6から10、市民向けにMHC記念館で「ネパール講座、アンナプルナ文化紀行、　

●松本ヒマラヤ友好会山岳写真展、　井上
デパートアイシティ21、３階大ホール 依頼
があるが、延期中

「松本ヒマラヤ友好会山岳写真展・上高
地・槍穂高連峰・カトマンズ・グリンデ
ルワルト編」を95点、上高地で展示開
催。その写真集（県立長野図書館所蔵作

品）も販売
理事長の体力の気力あれば、ネ文化紀行参
加者や、市民から作品を募り、各賞を設け、
開催を検討する。

エベレスト撮影期恋をスライド映像により講演。会員の皆様のご協力を御願いしま

●松本ヒマラヤ友好会山岳写真展
・上高地・槍穂高連峰・カトマンズ・
グリンデルワルト編を95点　上高地バ
スターミナル2F特設会場 4/17～11/15

１)　文化事業プロジェクト

1)令和8年度(2026年)事業計画及び収支予算計画

[上高地の美しい自然]「槍穂高連峰縦走」山
に咲く花等、世界最高峰エベレストはじめ、
ネパールヒマラヤ8000ｍ峰、姉妹都市カトマ
ンズの世界文化遺産や庶民の暮らしをパネル
写真で紹介、手作り物産品展示販売、ＭＨＣ
発行の姉妹都市関連冊子19冊が展示販売。

姉妹都市交流事業として「カトマンズ訪
問・アンナプルナ展望ハイク・ルンビニ
訪問」

 
●第7回ネパール文化紀行、
カトマンズ訪問、アンナプル
ナ展望、釈迦生誕地ルンビニ
訪問,マウンテンフライト、
MHC奨学生らを激励します。

カトマンズ及びネパールの県内外のイベントに対し、事情がゆるせば積極的に参加。

MHC記念館

上高地写真展

アンナプルナⅡ7937ｍ

エベレスト街道を

夕照のエベレス

31



 
 
 
・事業目的 

現在、北アルプス等を初めとする日本の山々では、中高年登山ブームから、若人の関心を集

める幅広い年齢層による市民登山の時代が到来しています。 
 
この市民登山の時代を迎え、山の装備の選び方から山の登り方、行動食や水分の摂り方、高

山病対策やレスキューの方法、そして山に咲く高山植物や、山岳撮影のテクニック等を優れた

インストラクターより学び、「安全でより楽しい登山」とする学習の場が求められています。 
 

NPO 法人松本ヒマラヤ友好会(MHC)では、市民参加の山岳スポーツ振興事業として、山岳

遭難を未然に防ぐことも願い、「安全でより楽しい市民登山」とするために、ヒマラヤ等高所

登山経験豊富な講師の指導により、系統的に登山技術を習得し、山岳の知識と登山の楽しさを

学べる市民参加による「2026MHC 登山講習」を開講。 
しかし、講習をリードする鈴木理事長の体調不良、実はヒマラヤ・アイランドピーク 6160

ｍ登山の際、登攀隊長だった私が、遭難者の救助に尽力したため、遭難者の人命は救助したの

ですが、かえって私が、薄い酸素の中で飛び回った為、うっ血性心不全となり、帰国後いくつ

かの山々を登っている間に、病状を悪化させ、何十日も病院に入院、現在、ドクターストップ

がかかり、あまり無理ができなくなってしまいました。 
また、登山指導するスタッフ不足により、事業内容は縮小状況であり、皆様にご迷惑と期待

外れさせ、申し訳なく思っています。 
 
・事業内容・実施方法 
〇2026MHC 登山講習 
１、登山説明会の実施・・登山の注意と心得について、MHC 登山講習中に解説、指導します。 
  安全登山に役立つように⇒山の装備の選び方から山の登り方、行動食や水分の摂り方、高山病等、初歩

的な医学、初歩的な栄養学知識を習得してもらう。 
２、6/6(土)～6/7(日)登山講習ハイキング編「初夏の上高地と乗鞍高原」同時に山岳写真撮影会開催。 
   

 
 
 

 
 
 
 
10//24 土）～10/25（日）登山講習ハイキング編「紅葉の上高地」同時に山岳写真撮影会を開催。 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
紅葉する田代湿原    梓川沿いから仰ぐ焼岳    田代池の紅葉    赤い屋根の帝国ホテル 

２）2026 山岳スポーツ振興事業プロジェクト・・事業計画 

● 「2026MHC 登山講習」と報告写真集作成 2026 年 5 月～2027 年 3 月)  

    
6 月上高地写真撮影会 レンゲツツジと残雪乗鞍岳 善五郎の滝 梓川右岸木道を行く参加者初夏の上高地へ集まる  大正池から仰ぐ穂高岳 満開のコナシと六百山 新緑萌える梓川畔と穂高岳 

秋の大正池       梓川のほとり  秋の落葉松の落ち葉土手を踏む   秋の乗鞍岳 
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登山講習が実施されれば、受講者は優れた登山技術を習得することで、あらためて安全登山につ

いての認識を深めて頂き、山岳に対する豊富な知識と経験を積んだ愛好家として、また登山パーテ

ィーのリーダーとしても養成されていく事でしょう。  
この企画を実施する事で、長野県の美しい山岳があらためて認識され、幅広い年齢層による市民登

山が「安全でより楽しい登山」となる事を心より念願しております。そして、これらの登山経験を生

かし、2027 年 1 月に、姉妹都市カトマンンズ訪問、世界で初めて 8000ｍ峰に登頂されたアンナプルナ

Ⅰ峰 8091ｍを仰ぐ展望ハイクを実施する第 7回ネパール文化紀行を実施し、釈迦の生誕地ルンビニ訪

問とカトマンズの大学で苦学するＭＨＣ奨学生を応援する激励会を実施して参りたいと存じます。⇒

現在実施日と予算は後日通知します。会員の皆様の参加を希望します。 

 
これらの事業は、―姉妹都市カトマンズと山岳交流編―として、皆様の撮影された作品を MHC の

鈴木理事長が監修し、山岳写真展の開催(予定ができないならば、写真集として小冊子に綴ってまいり

たいと存じます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
この写真集を作成することで、姉妹都市カトマンズの世界史的文化遺産を見直し、ネパールヒマラ

ヤの大自然への関心を深めてもらうこととなるでしょう。 
〇講 師・スタッフ     

登攀指導と写真指導 鈴木雅則・・登山講習の責任者、鈴木雅則は、1990 年 

に松本ヒマラヤ友好会(ＭＨＣ)を創立以来 36年、その理事長としてヒマラヤ 

での高所登山経験を活かし、山岳スポーツ振興事業として、「安全で楽しい登山」 

となることを目的に、北アルプスをはじめ中部山岳地域において、MHC 登山講習 

を 2020 年度まで、松本市共催(山岳観光課)事業として、実施。  

 

市民参加者は、延べ約 7000 名にのぼり、ほとんどの参加者は、登頂を果たし目的を達成。参加者

は初歩的な医学、栄養学の知識を得て登山経験を積み、安全登山に役立つことでしょう。 

また、山岳写真教室も同時に行い、写真指導なども行い、山岳写真撮影のテクニックを学んでも

らいます。そして、作品の発表の場の提供考え、講習開始以来毎年井上デパートにおいて写真展を

開催してまいりましたが、駅前の井上デパート本館は閉店のため、同デパートのアイシティ 21 で

の写真展開催依頼ありましたが、諸事情から難しい場合は、写真集を編纂してまいりたいと存じま

す。審査員鈴木理事長の主な作品は、以下の通りです。 

 

主な作品：発行は、ＮＰＯ法人松本ヒマラヤ友好会事務局 

「ヒマラヤの青い空とカトマンズ」市民交流 30 年の歩みⅠ～Ⅳ巻 「上高地の美しい自然と槍・穂

高連峰縦走」写真集Ⅰ巻、その続編として「上高地編 1 巻、槍・穂高岳編 1 巻」「カトマンズ・グ

リンデルワルト編」及び「同改訂版Ⅰ巻」の各写真集。姉妹都市カトマンズと山岳交流Ⅰ巻、姉妹

提携 32 周年同 33 周年、及び同 34 周年記念事業 松本ヒマラヤ友好会山岳写真展報告書各巻、アル

プス登攀記Ⅲ巻、ネパール講座計 2 巻、第６回ネパール文化紀行Ⅰ巻、 

上記、計 19 巻の全ての作品は、県立・長野図書館に また上記の全冊は、松本市中央図書館におい

ても所蔵されています。県民及び市民の皆様には、長く広く読んでいただけることになりました。 

     

 
上記は、以前の MHC 写真展井上会場写真。ネ大使夫妻も来場し、盛り上げてくれました。 

 

 冊子本の表紙  
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〇2019 年 11 月、ＮＰＯ法人松本ヒマラヤ友好会に対し、松本市政の発展に寄与したとして、金杯と松

本市功労者表彰を授与される。 

〇2020 年 11 月、公益財団法人社会貢献支援財団から、全国から選ばれ、ＮＰＯ法人かつ元ヒマラヤ友

好会に対し、金 50 万円と第 55 回社会貢献者表彰を授与される。この 50 万円は、国際協力基金に積

み立てられ、ネパールに送られました。 

〇2026 年度、鈴木雅則の役職、NPO 法人松本ヒマラヤ友好会理事長、松本市海外都市交流委員会顧問、 

MHC 記念館館館長。 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

〇 MHC 山岳委員・彼らが、よき指導をしてくれます。 
MHC ヒマラヤ高所 4000ｍ～6500ｍ登頂経験者、又は登山熟達者,   
上条賢介、原田豊士、内山康翁、甕 俊昭、種田敏子、折野和富 荒井初彦   

 

 

 

                       
燕岳の夜明け    北アルプスの黎明      常念岳山頂に登頂     白銀の穂高岳連峰 
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３）2026 年度国際協力推進プロジェクト 
2025 年～2027 年ＭＨＣ第 30 期奨学生 6 名は、昨年度から継続し変更はありませんが 

① MHC31 期生、9 名(予定)については、大学入学が本決まりに進んだ場合、大学入学許可書、 
名簿、顔写真他の詳細が送られてきます。 
 

② 国際協力事業基金の積立  

2026MHC 登山講習及び寄付金、講演料、物産展示販売の収益が国際協力事業基金に積立てられます。

私達の小さな活動がネパールの青少年の教育の為に役立っています。 
 

③ カトマンズのカレッジへ通学するクムジュン校を卒業した勤勉学生への奨学金及び奨学金事務局運営

費支給をしていきます。大学入学が決まったら、大学入学許可書、短期大学生の名簿、高校卒業証明

書、卒業試験成績書、顔写真など本部へ送られてきます。 
そして、カトマンズ盆地に在る短期大学へ進学する勤勉学生へパサンダワ事務局長が 1 人づつ、そして

1 ヶ月毎に、学校生活の様子を確認し、2026 年度は MHC 奨学生 1 人 Rs5,000/月支給されます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
パサンダワ事務局長 

 

2025 年～2027 年ＭＨＣ第 30 期生 6 名 

※ 全員、カトマンズの大学でホテル経営学、教育学コース、エンジニアコース、医師などを専攻し苦学し

ています。 
若い彼らが、ネパールの将来を背負って立つ事でしょう。 
既にクムジュン校教師、エベレスト山麓のデンボチェ 4300ｍ、ロブジェ 4950ｍ、ゴーキョ 4750ｍ地

域などのロッヂ経営者となっています。 
※ 私達の小さな活動がネパールの青少年の教育の為に役立ち、彼らの生活の向上と、社会的地位の向上

に役立つ事を願っています。 

 ヒラリースクール・校舎、校庭。学生寮 

 ツエリン・ニジ

マ・シェルパ  
大学名 
Kathmandu 
Model College 

 アシュミタ  シ
ュレスタ 
 
Patsala Nepal 
 

 ドルマ・ツェリ

ン・シェルパ 

 
Nami 
Internation 

 ソナム・ギャル

ゼン・シェルパ 
 
Nami 
International 

 ソナム・タシ・

ライ 
Trinity 
International 
College 

 ソナム・タシ・

ライ 
Trinity 
International 
College 

MHC 学生寮 

ローツェ 

タムセルク 
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・献血活動・・MHC-ネパール支部の青年部門 
・カトマンズ市とカ地域・・献血キャンペーン 献血協力 

カトマンズ市は広報活動で協力 

 

 

 

・清掃活動・・毎週土曜日、カトマンズ市と協働、川と都市の清掃 

       ヒマラヤを起源とするカトマンズ市東西を流れる川沿いで 

       遺体は荼毘に付され、その骨灰が川に流されます. 

この川は,ガンジス川の源流部をなしており、インドに流れ 

ると大河となりインド洋に流れます。その川の清掃活動です。 

 

 

・学校訪問・・カ市の震災孤児たちへランドセル、帳面等教材配布  
       公立学校、150 人分の教材無料配布、震災孤児への 

奨学を金も提供します。      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 期生 1 名 5,000Rs/1 月/1 人 ×12 ケ月分=60,000Ｒs × 6 名分 ＝ 648,000Rs 
31 期生   同上         同上          9 名分  ＝ 43200,000Rs 
他に クムジュン校学生寮電気代、先生 2 人の舎監代  一年分    ＝ 144,000Rs 
   奨学金運営事務局経費             一年分    ＝  72,000 

計       1,296,000 Rs＝＄8,640 
１＄＝157.75 日本円（2025・5/14、単純に計算すると =日本円 1,362,960 円 

他に為替、送金手数料が加わります。 

 

献血キャンペーン 100 人参加 

公立学校文具支給、中央にカトマ

ンズ市長、カ市副市長(当時)です。 

河川清掃活動 

※MHC ネパールチャプター(ネパール支部) の諸活動 

 また、2026 年度の MHC ネパールチャプターの活動費補助、100,000 万円が加算され,ネパー

ルの支部へ送金（予定）されます。 

2026 年度の国際協力の必要費は以下の見積もりが届いています。 

 
カトマンンズの献血活動時の現場にて撮影 
MHC ネパールチャプタ―(支部)メンバーら 

この日献血に１００人の人

達が集まってくれました 
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④ ネパールの物産品の展示・販売活動 

松本市内のレストラン・ウェルカムカトマンズの店主ネパール人のカトリバーム氏の協力を得て、また

神奈川県の NGO 団体ネパリ・バザーロからも仕入れ、ネパール物産製品を上高地の市営施設、MHC

記念館、展示会場などで展示し販売する。 

わずかな売り上げ代や講演料、山岳スポーツ振興事業からの収益、 

パネル写真販売及び MHC 出版物の売り上げ等を MHC 国際協力 

事業基金とし手積み立て、支援活動として、MHC 奨学金、クムジュ 

ン校ヒラリースクール一部運営費、また MHC ネパール支部活動 

費として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

2002 年に完成(総工費 510 万円)した、ヒラリース

クール・クムジュン校 MHC 学生寮 山間部のた

め遠隔地からの生徒たち 24 人の宿泊場所。舎監

として先生２人も同居する。  

エドモンドヒラリ

ーの胸像と後ろに 
MHC 学生寮 
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　　　　　　　　　　　円

項　目 小　計 累　計 合　計 備　考
収入の部
1.会費収入
　友好会員入会金 5,000 1,000×5人

　正会員年会費 84,000 7,000×12人 

　友好会員年会費 21,000 7,000×3人

　賛助会員年会費 40,000 10,000×4人

150,000
2.事業収入
　MHC登山講習ハイキング編参加費 210,000 参加者 約15名

ネパール文化紀行参加費 4,000,000 参加者 約10名(諸経費共≒40万円/1人

　工芸物産展示販売 100,000 MHC記念館、イベント展示物産、小冊子売上

　報告・一般公募写真展 250,000 写真展パネル製作費等、パネル売り上げ　

  文化交流事業、他 150,000 ネパールイベント・夕食会・文化講演他

　国際協力事業基金 500,000 基金積立

5,210,000

3.寄付金収入 800,000 一般寄付

800,000
4.助成金等収入 50,000

50,000
5.雑収入 30,000 受取利息,等

30,000
当期収入合計（Ａ） 6,240,000

前期繰越収支差額 103,710

収入合計（Ｂ) 6,343,710
支出の部
1.事業費
　MHC登山講習ハイキング編 160,000 宿泊、保険、講習指導料等

　ネパール撮影紀行支出 3,600,000 旅費、ホテル、ロッヂ、トレッキング諸経費

　工芸物産展示販売 60,000 物産仕入、人件費、送料、諸経費

　報告・一般公募写真展 200,000 写真パネル製作、資料作成、冊子作製

  文化交流事業、他 70,000 ネパールイベント・夕食会・文化講演準備

　国際協力事業費 1,400,000 奨学金、クムジュン校運営費等、ネ支部

5,510,000
2.管理費
　印刷費 55,000 コピー機・印刷機使用料

　通信費 160,000 郵便、電話代等

　消耗品費 300,000 事務用消耗品等

　旅費交通費 13,000 理事会交通費等

　水道光熱費 15,000 事務局電気、灯油代等

　委託費 18,000 登記料等

　広告宣伝費 15,000 名刺広告料,新聞広告等

　支払手数料 6,000 振込手数料、銀行、郵便局

　支部運営費 100,000 ネパール支部運営費

　諸会費 15,000 海外都市交流委員会、他年会費等

　雑費 15,000 福利・支払利息・為替

712,000
当期支出合計（Ｃ） 6,222,000

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 18,000

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ) 121,710 1613033

令和8年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案）令和8年4月1日～令和9年3月31日
　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　松本ヒマラヤ友好会
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牛飼いの農婦       釈迦生誕地ルンビニ付近にて 
撮影 種田 敏子 


